
（ 参 考 ）

水源地域対策特別措置法の概要

〔水源地域対策特別措置法の目的〕

ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、産業

基盤等を整備し、あわせてダム貯水池の水質の汚濁を防止する等により、関係住民の生活

の安定と福祉の向上を図り、もってダム等の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に

寄与する。

ダム等の建設

（注１）法第２条第２項のダムの指定基準

法第２条第２項及び第 ・水没住宅２０戸又は水没農地２０ｈａ以上

３項のダム等の指定 （北海道のダムの場合は、水没農地６０ｈａ以上）

（法第２条）

（注２）法第９条第１項の指定ダムの指定基準

・水没住宅１５０戸又は水没農地１５０ｈａ以上

（水源地域外の都府県が著しい受益を受ける場合は、

法第９条第１項の 水没住宅７５戸以上又は水没農地７５ｈａ以上）
指定ダムの指定
（法第９条）

国土交通大臣による 都道府県知事の申出
水源地域の指定
（法第３条） ※ダム等事業の所管行政機関の長を経由

都道府県知事による原案の作成・提出
国土交通大臣による （法第５条）
水源地域整備計画 ・土地改良、道路等２４事業
の決定 ・特に必要があると認められる事業は、
（法第４条） 水源地域外でも実施できる

※ダム等事業の所管行政機関の長を経由

国、県、市町村等
による整備事業の ・国の補助等
実施 ・補助率の嵩上げ（法第９条）
（法第６条） ・受益者による一部負担（法第１２条）

固定資産税の不均一
課税に伴う措置
（法第１３条）

水源地域の活性化
のための措置
（法第１４条）

生活再建措置の
あっせん 水没関係者等の申出
（法第８条）


